
 
 

 

 

平成２６年１０月２３日 

 

株式会社豆
まめ

千
せん

待
たい

月
げつ

に対する景品表示法に基づく措置命令について 

 

消費者庁は、本日、株式会社豆千待月に対し、消費者庁及び公正取引委員会（公

正取引委員会事務総局中部事務所）の調査の結果を踏まえ、景品表示法第６条の規

定に基づき、措置命令（別添参照）を行いました。 

株式会社豆千待月が供給する貸切浴場の浴槽における温水及び料理に係る表示

について、景品表示法に違反する行為（同法第４条第１項第１号（優良誤認）に該

当）が認められました。 

 

１ 株式会社豆千待月の概要 

  所 在 地 愛知県知多郡南知多町大字内海字新田６５番地 

  代 表 者 代表取締役 鈴木 邦弘 

  設立年月 平成２０年２月 

資 本 金 １０００万円（平成２６年１０月現在） 

 

２ 措置命令の概要 

⑴ 対象役務 

株式会社豆千待月が運営する「いち豆
ず

」と称する旅館（以下「いち豆」という。）、

「豆千待
まめせんたい

月
げつ

」と称する旅館（以下「豆千待月」という。）又は「豆
まめ

千本館
せんほんかん

」と称す

る旅館（以下「豆千本館」という。）において提供する宿泊プラン等 

 

⑵ 対象表示 

ア 「温泉」表示（別紙１参照） 

(ｱ) 表示の概要 

ａ 表示媒体 

「楽天トラベル」と称する旅行情報ウェブサイト等 

ｂ 表示期間 

平成２４年１１月中旬から平成２６年３月１７日までの間 

（表示媒体ごとに表示期間は異なる。） 

ｃ 表示内容 

いち豆に設置した「彩
あや

の湯」、「 匠
たくみ

の湯」及び「幸
さち

の湯」と称する貸切浴

場のそれぞれの浴槽における温水について、例えば、「貸切露天風呂 当

館の貸切露天風呂は１３００ｍの地下より湧き出る良質な温泉。とろりと

した肌ざわりのお湯は日頃の疲れを癒すのにはもってこいです。日帰り入
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浴も好評です。」等と記載することにより、あたかも、当該浴槽における温

水が、温泉であるかのように示す表示をしていた。 

(ｲ) 実際 

平成２５年８月頃から同年１２月１７日までの間、当該浴槽における温水

は、温泉法（昭和２３年法律第１２５号）第２条第１項に規定する温泉では

なく、水道水を加温したものであった。 

 

イ 「天然とらふぐ」表示（別紙２参照） 

(ｱ) 表示の概要 

ａ 表示媒体 

「ＪＴＢサイト」と称する旅行情報ウェブサイト 

ｂ 表示期間 

遅くとも平成２５年１０月頃から平成２６年２月末までの間 

ｃ 表示内容 

豆千待月における「貸切露天風呂無料『知多の味覚の王様！』ＤＸとら

ふぐ会席」と称する宿泊プランについて、例えば、「とらふぐ会席大好

評！！」、「トラフグ会席（通常料理）[１０月１日～３月３１日] 内容・

特色 地元天然とらふぐを使った料理」等と記載することにより、あたか

も、当該宿泊プランの利用者に提供する料理に天然のトラフグを使用して

いるかのように示す表示をしていた。 

(ｲ) 実際 

当該宿泊プランの利用者に提供する料理に、養殖のトラフグ又はトラフグ

よりも安価で取引されているゴマフグを使用していた。 

 

ウ 「和牛」表示（別紙３参照） 

(ｱ) 表示の概要 

ａ 表示媒体 

「じゃらんｎｅｔ」と称する旅行情報ウェブサイト等 

ｂ 表示期間 

遅くとも平成２４年１０月頃から平成２５年１１月末までの間及び平

成２５年１２月上旬から平成２６年１月上旬までの間 

ｃ 表示内容 

豆千本館において、例えば、「【１番人気】肉食系集合！知多牛・あわび

会席」と称する宿泊プランについて、「柔らかくてジューシーな地元和牛の

知多牛のステーキ」と記載することにより、あたかも、当該宿泊プランの

利用者に提供する料理に和牛を使用しているかのように示す表示をして

いた。 

(ｲ) 実際 

「和牛等特色ある食肉の表示に関するガイドラインについて」（平成１９
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年３月２６日１８生畜第２６７６号農林水産省生産局長通知）における和牛

の定義に該当しない牛肉を使用していた。 

 

⑶ 命令の概要 

ア 前記⑵ア(ｱ)、イ(ｱ)及びウ(ｱ)の表示は、対象役務の内容について、一般消費

者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法

に違反するものである旨を一般消費者へ周知徹底すること。 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課 

電    話 ０３－３５０７－９２３９ 

ホームページ http://www.caa.go.jp/ 

 

公正取引委員会事務総局中部事務所取引課 

電    話 ０５２－９６１－９４２３ 

ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/chubu/ 
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別紙１ 
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別紙２ 
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別紙３ 
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不当景品類及び不当表示防止法（抜粋） 

（昭和三十七年法律第百三十四号） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の

誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのあ

る行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを

目的とする。 

 

（不当な表示の禁止） 

第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに

該当する表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のもの

よりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似

の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると

示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択

を阻害するおそれがあると認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種

若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の

相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘

引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ

るもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者

に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自

主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 

 

（措置命令） 

第六条 内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定

に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為

が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その

他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている

場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。 

一 当該違反行為をした事業者 

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅

したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当

該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受け

た事業者 

 

 

 

 

 

 

（参考１）
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（報告の徴収及び立入検査等）  

第九条 内閣総理大臣は、第六条の規定による命令を行うため必要があると認めるときは、

当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若し

くは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその

職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事

業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しく

は関係者に質問させることができる。  

２～４ （省略） 

 

（権限の委任） 

第十二条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者

庁長官に委任する。 

２ 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一

部を公正取引委員会に委任することができる。  

３ 公正取引委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、

その結果について消費者庁長官に報告するものとする。 

 

 

 

○ 不当景品類及び不当表示防止法第十二条第一項及び第二項の規定による権限の委任に

関する政令（抜粋） 
（平成二十一年政令第二百十八号） 

 

（消費者庁長官に委任されない権限）  

第一条 不当景品類及び不当表示防止法（以下「法」という。）第十二条第一項の政令で

定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条、第四条第一項第三号並びに第五条

第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項の規定による

権限とする。 

 

（公正取引委員会への権限の委任）  

第二条 法第十二条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第九条第

一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。ただし、消費者庁長官が自らそ

の権限を行使することを妨げない。 
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景品表示法による表示規制の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 
 景

品
表
示
法 

第
４
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
） 

不
当
な
表
示 

○優良誤認表示（４条１項１号） 

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 

○有利誤認表示（４条１項２号） 

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 

不実証広告規制（４条２項） 

 消費者庁長官は、商品・サービスの内容（効果、性能）に関する

優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間

を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の

提出を求めることができる。 

⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が

表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められ

ない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。 

①商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のも

のよりも著しく優良であると示す表示 

①無果汁の清涼飲料水等についての表示 

②商品の原産国に関する不当な表示 

③消費者信用の融資費用に関する不当な表示 

④不動産のおとり広告に関する表示 

⑤おとり広告に関する表示 

⑥有料老人ホームに関する不当な表示 

①商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相

手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

（参考２） 

○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認される

おそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示（４条１項３号）

②商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相

違して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示

②商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものよりも

取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
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１ 

 

消 表 対 第 ４ ７ ４ 号 

平成２６年１０月２３日 

 

 

株式会社豆千待月 

代表取締役 鈴木 邦弘 殿 

 

消費者庁長官 板東 久美子       

（公印省略） 

不当景品類及び不当表示防止法第６条の規定に基づく措置命令 

貴社は、貴社が供給する宿泊プラン及び日帰りプランの取引について、不当景品類及び

不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下「景品表示法」という。）第４条第１

項の規定により禁止されている同項第１号に規定する不当な表示を行っていたので、同法

第６条の規定に基づき、次のとおり命令する。 

 

１ 命令の内容 

⑴ 貴社は、貴社が運営する「いち豆」と称する旅館（以下「いち豆」という。）にお

いて一般消費者に提供する貸切浴場利用役務を含む宿泊プラン及び同役務を含む日帰

りプラン（以下「本件貸切浴場利用プラン」という。）、「豆千待月」と称する旅館

（以下「豆千待月」という。）において一般消費者に提供する「トラフグ会席」と称

する料理を含む宿泊プラン（以下「本件フグ会席プラン」という。）又は「豆千本館」

と称する旅館（以下「豆千本館」という。）において一般消費者に提供する「知多牛

のステーキ」と称する料理を含む宿泊プラン（以下「本件ステーキプラン」といい、

本件貸切浴場利用プラン、本件フグ会席プラン及び本件ステーキプランを併せて「本

件役務」という。）に係る表示に関して、次に掲げる事項を速やかに一般消費者に周

知徹底しなければならない。この周知徹底の方法については、あらかじめ、消費者庁

長官の承認を受けなければならない。 

ア(ｱ) 貴社は、いち豆において、本件貸切浴場利用プランを一般消費者に提供するに

当たり、いち豆に設置した「彩の湯」、「匠の湯」及び「幸の湯」と称する貸切

浴場のそれぞれの浴槽における温水について、例えば、平成２４年１１月中旬か

ら平成２６年３月１７日までの間、「楽天トラベル」と称する旅行情報ウェブサ

イトにおいて、「貸切露天風呂 当館の貸切露天風呂は１３００ｍの地下より湧

き出る良質な温泉。とろりとした肌ざわりのお湯は日頃の疲れを癒すのにはもっ

てこいです。日帰り入浴も好評です。」、「風呂情報 泉質 ナトリウム・塩化

 
別添



 

２ 

 

物強塩泉 効能 関節痛 筋肉痛 神経痛 お風呂の種類 大浴場 家族風呂 

天然温泉」と記載するなど、別表１「表示媒体」欄記載の媒体において、同表「表

示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、

あたかも、当該浴槽における温水が、温泉であるかのように示す表示をしていた

こと。 

(ｲ) 実際には、平成２５年８月頃から同年１２月１７日までの間の当該浴槽におけ

る温水は、温泉法（昭和２３年法律第１２５号）第２条第１項に規定する温泉で

はなく、水道水を加温したものであったこと。 

イ(ｱ) 貴社は、豆千待月において、本件フグ会席プランを一般消費者に提供するに当

たり、「貸切露天風呂無料『知多の味覚の王様！』ＤＸとらふぐ会席」と称する

本件フグ会席プランについて、遅くとも平成２５年１０月頃から平成２６年２月

末までの間、「ＪＴＢサイト」と称する旅行情報ウェブサイトにおいて、「トラ

フグ会席（通常料理）[１０月１日～３月３１日] 内容・特色 地元天然とらふ

ぐを使った料理」と記載するとともに、「とらふぐ会席大好評！！」、「地元で

取れるとらふぐ会席は地元ならではの少し厚切りにして食べごたえあります。」、

「郷土料理の魚醤焼、ふぐの白子焼が付いて大変御値打ち！」、「□お献立 ・

食前酒 ・前菜 ・てっさ ・てっぴ ・てっちり ・ふぐの土瓶蒸し ・ふぐ

の魚醤焼 ・ふぐの白子焼 ・ふぐの唐揚げ ・ふぐ雑炊 ・香の物 ・デザー

ト」と記載することにより、あたかも、当該本件フグ会席プランの利用者に提供

する料理に天然のトラフグを使用しているかのように示す表示をしていたこと。 

(ｲ) 実際には、当該料理に、養殖のトラフグ又はトラフグよりも安価で取引されて

いるゴマフグを使用していたこと。 

ウ(ｱ) 貴社は、豆千本館において、本件ステーキプランを一般消費者に提供するに当

たり、別表２「表示媒体」欄記載の媒体において、同表「表示期間」欄記載の期

間に、同表「プラン名」欄記載の本件ステーキプランについて、それぞれ「柔ら

かくてジューシーな地元和牛の知多牛のステーキ」と記載することにより、あた

かも、当該本件ステーキプランの利用者に提供する料理に和牛を使用しているか

のように示す表示をしていたこと。 

(ｲ) 実際には、当該料理に「和牛等特色ある食肉の表示に関するガイドラインにつ

いて」（平成１９年３月２６日１８生畜第２６７６号農林水産省生産局長通知）

における和牛の定義に該当しない牛肉を使用していたこと。 

エ 前記ア(ｱ)、イ(ｱ)及びウ(ｱ)の表示は、それぞれ前記ア(ｲ)、イ(ｲ)及びウ(ｲ)のと

おりであって、本件役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著

しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。 

⑵ 貴社は、今後、本件役務又はこれと同種の役務の取引に関し、前記⑴記載の表示と

同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及



 

３ 

 

び従業員に周知徹底しなければならない。 

⑶ 貴社は、今後、本件役務又はこれと同種の役務の取引に関し、前記⑴記載の表示と

同様の表示を行うことにより、当該役務の内容について、一般消費者に対し、実際の

ものよりも著しく優良であると示す表示をしてはならない。 

⑷ 貴社は、前記⑴に基づいて行った周知徹底及び前記⑵に基づいて採った措置につい

て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 

 

２ 事実 

⑴ 株式会社豆千待月は、愛知県知多郡南知多町大字内海字新田６５番地に本店を置き、

旅館業等を営む事業者である。 

⑵ 株式会社豆千待月は、本件役務に係る旅行情報ウェブサイト及び自社ウェブサイト

における表示内容を自ら決定している。 

⑶ 温泉は、温泉法第２条第１項において、「この法律で『温泉』とは、地中からゆう

出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス（炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。）

で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。」と規定されている。 

⑷ア(ｱ) 株式会社豆千待月は、いち豆において、本件貸切浴場利用プランを一般消費者

に提供するに当たり、いち豆に設置した「彩の湯」、「匠の湯」及び「幸の湯」

と称する貸切浴場のそれぞれの浴槽における温水について、例えば、平成２４年

１１月中旬から平成２６年３月１７日までの間、「楽天トラベル」と称する旅行

情報ウェブサイト（別添写し１－１）において、「貸切露天風呂 当館の貸切露

天風呂は１３００ｍの地下より湧き出る良質な温泉。とろりとした肌ざわりのお

湯は日頃の疲れを癒すのにはもってこいです。日帰り入浴も好評です。」、「風

呂情報 泉質 ナトリウム・塩化物強塩泉 効能 関節痛 筋肉痛 神経痛 お

風呂の種類 大浴場 家族風呂 天然温泉」と記載するなど、別表１「表示媒体」

欄記載の媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄

記載のとおり記載することにより、あたかも、当該浴槽における温水が、温泉で

あるかのように示す表示をしていた。 

(ｲ) 実際には、平成２５年８月頃から同年１２月１７日までの間の当該浴槽におけ

る温水は、温泉法第２条第１項に規定する温泉ではなく、水道水を加温したもの

であった。 

イ(ｱ) 株式会社豆千待月は、豆千待月において、本件フグ会席プランを一般消費者に

提供するに当たり、「貸切露天風呂無料『知多の味覚の王様！』ＤＸとらふぐ会

席」と称する本件フグ会席プランについて、遅くとも平成２５年１０月頃から平

成２６年２月末までの間、「ＪＴＢサイト」と称する旅行情報ウェブサイト（別

添写し２）において、「トラフグ会席（通常料理）[１０月１日～３月３１日] 内

容・特色 地元天然とらふぐを使った料理」と記載するとともに、「とらふぐ会
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席大好評！！」、「地元で取れるとらふぐ会席は地元ならではの少し厚切りにし

て食べごたえあります。」、「郷土料理の魚醤焼、ふぐの白子焼が付いて大変御

値打ち！」、「□お献立 ・食前酒 ・前菜 ・てっさ ・てっぴ ・てっちり

 ・ふぐの土瓶蒸し ・ふぐの魚醤焼 ・ふぐの白子焼 ・ふぐの唐揚げ ・ふ

ぐ雑炊 ・香の物 ・デザート」と記載することにより、あたかも、当該本件フ

グ会席プランの利用者に提供する料理に天然のトラフグを使用しているかのよう

に示す表示をしていた。 

(ｲ) 実際には、株式会社豆千待月は、当該料理に養殖のトラフグ又はトラフグより

も安価で取引されているゴマフグを使用していた。 

ウ(ｱ) 株式会社豆千待月は、豆千本館において、本件ステーキプランを一般消費者に

提供するに当たり、別表２「表示媒体」欄記載の媒体において、同表「表示期間」

欄記載の期間に、同表「プラン名」欄記載の本件ステーキプランについて、それ

ぞれ「柔らかくてジューシーな地元和牛の知多牛のステーキ」と記載することに

より、あたかも、当該本件ステーキプランの利用者に提供する料理に和牛を使用

しているかのように示す表示をしていた。 

(ｲ) 実際には、株式会社豆千待月は、当該料理に「和牛等特色ある食肉の表示に関

するガイドラインについて」における和牛の定義に該当しない牛肉を使用してい

た。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、株式会社豆千待月は、自己の供給する本件役務の取引に関し、本

件役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す

ことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害す

るおそれがあると認められる表示をしていたものであり、この表示は、景品表示法第４

条第１項第１号に該当するものであって、かかる行為は、同項の規定に違反するもので

ある。 

 

４ 法律に基づく教示 

⑴ 行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第５７条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第６条及び第４５条の規定

に基づき、天災その他異議申立てをしなかったことについてやむをえない理由がある

ときを除き、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、書

面により消費者庁長官に対し異議申立てをすることができる。 

（注）行政不服審査法第４８条において準用する同法第１４条第３項の規定により、

正当な理由があるときを除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して

６０日以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、異
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議申立てをすることができなくなる。 

⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項

及び第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日から６か月以

内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提起すること

ができる。 

（注１）行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

この処分があったことを知った日から６か月以内であっても、この処分の日から

１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 

（注２）行政事件訴訟法第１４条第１項の規定により、正当な理由があるときを除き、

異議申立てをして決定があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その決定

があったことを知った日から６か月以内に提起することができる。ただし、行政

事件訴訟法第１４条第２項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、その

決定があったことを知った日から６か月以内であっても、その決定の日から１年

を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 

 

  

  



 

 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

「楽天トラベ

ル」と称する

旅行情報ウェ

ブサイト 

（別添写し１

－１） 

平成２４年１１月

中旬から平成２６

年３月１７日まで

の間 

・「貸切露天風呂 当館の貸切露天風呂は１３００

ｍの地下より湧き出る良質な温泉。とろりとした

肌ざわりのお湯は日頃の疲れを癒すのにはもっ

てこいです。日帰り入浴も好評です。」 

・「風呂情報 泉質 ナトリウム・塩化物強塩泉 効

能 関節痛 筋肉痛 神経痛 お風呂の種類 

大浴場 家族風呂 天然温泉」 

・「内海温泉 １９８８年開湯の新しい歴史の温泉。

地下１３００ｍから湧出、化石成分を多く含み薬

効成分が豊富であると云われています。日頃の疲

れを当館自慢の温泉で癒して下さい。」 

・「効能 【ナトリウム・塩化物強塩泉】 神経痛

筋肉痛 関節痛 五十肩 慢性消化器病 冷え

性 疲労回復 慢性皮膚病等」 

・「３時間利用コース １ 昼食＋客室休憩料＋貸

切風呂入浴（温泉）＝お一人様 ６３００円～ 

２ 昼食＋貸切風呂入浴（温泉）＝お一人様 ４

２００円～」 

「じゃらんｎ

ｅｔ」と称す

る旅行情報

ウェブサイト 

（別添写し１

－２） 

平成２４年１２月

上旬から平成２６

年３月１７日まで

の間 

・「伊勢湾一望の展望風呂や貸切温泉の露天風呂は

大好評☆」 

・「貸切温泉『彩』」 

・「温泉 内海温泉（循環ろ過）」 

「ゆこゆこ

ネット」と称

する旅行情報

ウェブサイト 

（別添写し１

－３） 

同上 ・「【特徴】－内海温泉 いち豆－ 当館の温泉は

１３００ｍの地下より湧き出る、ナトリウム・カ

ルシウム塩化物強塩泉。多種の薬効成分を含み日

頃の疲れを癒してくれます。」 

・「貸切露天風呂／例。３種の貸切露天風呂はすべ

て天然温泉」 

・「お風呂概要 当館の温泉は１３００ｍの地下よ

り湧き出る、ナトリウム・カルシウム塩化物強塩

泉。多種の薬効成分を含み日頃の疲れを癒してく

れます。３種の貸切露天風呂でお楽しみくださ

い。」 

別表１



 

 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

自社ウェブサ

イト 

（別添写し１

－４） 

平成２４年１１月

末から平成２６年

３月１７日までの

間 

・「内海温泉 １９８８年開湯の新しい歴史の温泉。

地下１３００ｍから湧出、化石成分を多く含み薬

効成分が豊富であると云われています。日頃の疲

れを当館自慢の温泉で癒して下さい。」 

・「効能 【ナトリウム・塩化物強塩泉】 神経痛

筋肉痛 関節痛 五十肩 慢性消化器病 冷え

性 疲労回復 慢性皮膚病等」 

・「３時間利用コース １ 昼食＋客室休憩料＋貸

切風呂入浴（温泉）＝お一人様 ６３００円～ 

２ 昼食＋貸切風呂入浴（温泉）＝お一人様 ４

２００円～」 

 

別表２ 

表示媒体 表示期間 プラン名 

「じゃらんｎ

ｅｔ」と称す

る旅行情報

ウェブサイト

（別添写し３

－１） 

遅くとも平成２４

年１０月頃から平

成２５年１１月末

までの間 

「【1番人気】肉食系集合！知多牛ステーキ・あわ

び会席」と称するプラン 

平成２５年１２月

上旬から平成２６

年１月上旬までの

間 

「【1番人気】肉食系集合！知多牛・あわび会席」

と称するプラン 

自社ウェブサ

イト 

（別添写し３

－２） 

遅くとも平成２４

年１０月頃から平

成２５年１１月末

までの間 

「【1番人気】肉食系集合！知多牛ステーキ・あわ

び会席」と称するプラン 

平成２５年１２月

上旬から平成２６

年１月上旬までの

間 

「【1番人気】肉食系集合！知多牛・あわび会席」

と称するプラン 
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